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令和６年１２月１３日宣告  

令和５年（わ）第２７３号 銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物損壊、器物損壊

被告事件 

判       決 

 

主       文 

被告人は無罪。 

理       由 

第１ 公訴事実の要旨及び争点 

 １ 本件公訴事実の要旨は、被告人は、Ａ、Ｂ、Ｃ及び氏名不詳者（以下、Ａ、

Ｂ及びＣと併せて「共犯者ら」という。）と共謀の上、Ａが、法定の除外事由が

ないのに、平成２３年５月６日午前１時３４分頃、福岡県福津市内のＤ（以下

「被害者」という。）方前路上において、被害者方居宅１階玄関ドアに向けて回

転弾倉式拳銃で弾丸５発を発射し、同玄関ドアを貫通させて居宅内の木製側壁、

姿見等に命中させて損壊した（以下、Ａによる上記犯行を「本件犯行」という。）

というものである。 

 ２ 共犯者らが共謀の上で本件犯行に及んだこと及び損壊結果については関係各

証拠によって容易に認定することができ、当事者間にも争いがない。本件の争

点は、被告人と共犯者らとの間の共謀の有無である。 

第２ 前提事実等 

１ 以下の事実は関係各証拠によって容易に認めることができる。 

 ⑴ 被告人は、本件犯行当時、Ｅ（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律所定の指定暴力団である。）の上席専務理事、及びＥの二次団体である

Ｆ組の若頭であった。 

   本件犯行当時、ＣはＥの上席専務理事、Ｆ組の組長代行、ＡはＦ組の若頭

補佐かつＣの養子、ＢはＦ組の幹部であり、Ｆ組組長であったＧは服役して
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いた。 

Ａは、令和５年２月２７日、福岡地方裁判所小倉支部において、本件犯行

の実行犯として懲役６年の実刑判決（求刑は懲役８年）を受け、同年６月１

６日、福岡高等裁判所において、控訴棄却判決を受け、同年７月１日、第一

審判決は確定した。Ａは、現在服役中である。 

   被害者は、本件犯行当時、Ｈ株式会社Ｉ支店の建築工事部工事長であった。

同社は、平成２２年頃、Ｅに対するみかじめ料の支払を中止するなど、Ｅと

決別する姿勢を示していた。 

 ⑵ Ｃは、平成２３年４月上旬頃、Ｆ組事務所において、Ａに対して本件犯行

の実行を指示し、Ａの承諾を得た。 

 Ａは、同月６日午前１時３４分頃、Ｂの運転するバイク１台（甲３７。以

下「本件バイク」という。）で被害者宅付近まで移動した上、回転弾倉式拳銃

１丁（以下「本件拳銃」という。）を被害者宅に向けて５発発射し、本件犯行

に及んだ。 

  Ａは、本件犯行後、本件拳銃及び犯行時の着衣を処分した。 

⑶ 被告人とＡは、平成２３年４月２７日から同年５月６日までの間、電話連

絡を９回行っており、うち１回は、本件犯行の実行日である同日の午後７時

３９分に、Ａから被告人に発信したものである。 

⑷ Ａは、平成２３年７月又は８月頃、Ｅの傘下団体であるＪ組の組員Ｋに対

し、本件バイクを引き渡した。その際、Ｊ組の組員であるＬがＫに同行した。 

⑸ Ｃは、令和５年１月１３日、病気により死亡した。 

 ２ 前記１の前提事実によっても、被告人が本件犯行に関与したことを直ちに推

認できないことは明らかである。他方、Ａは、当公判廷で、本件犯行に関する

被告人の関与を認めており、Ａの供述は、被告人と共犯者らとの共謀に係る直

接証拠であるので、その信用性が問題となる。 

第３ Ａの公判供述について 
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 １ Ａ供述の内容と信用性判断の手法 

  ⑴ 当公判廷におけるＡの供述は、要旨、次のとおりである。 

   ア 平成２３年４月上旬頃、Ｆ組事務所（以下単に「事務所」ということが

ある。）において、Ｃから、申し訳ないけれども仕事に行ってくれるか、穴

開けてくるだけでいいから、などと本件犯行の指示を受けるとともに（前

記第２の１⑵）、犯行場所の住所が記載されたメモを手渡された。その際、

Ｃから、被害者宅の窓ガラスや２階には拳銃を向けないこと、場所をよく

確認すること、詳しい段取りはカシラ（若頭。被告人のこと。以下同じ。）

と話して決めることを指示されたほか、「こんなことを俺に言わせて、カシ

ラのくせに情けないな。」などと言われた。 

   イ 前記アの数日後、事務所において、被告人と２人で本件犯行に関する打

合せを行い、被告人から「代行（Ｃのこと。）から聞いたと思うけど大丈夫

か、行けるか。」と言われた。Ａが、本件犯行の実行を了承した上、犯行場

所に行くためにＢに本件バイクを運転させたい旨述べたところ、被告人か

ら、本件バイクを運転させることについては被告人からＢに言っておくが、

ＡからもＢに話をしておくよう指示された。 

     その１日後又は２日後、Ｂに運転を依頼したところ、半分笑いながら「嫌

ばい。」などと言っていたが、すぐに了解してもらった。 

   ウ 平成２３年４月３０日頃、事務所において、被告人から、当時のＦ組構

成員のＭから拳銃を受け取り、使用した後は自分で処分するよう指示され

た。 

     直後にＭから電話連絡があり、事務所にいる旨を伝えたところ、その後、

Ｍが紙袋を一つぶら下げて事務所に現れ、その紙袋を「はい、これ。」と渡

された。紙袋の中身を見ると、タオルに包まれた物が入っていたので、拳

銃であると理解した。その際、Ｍから「弾はもう入っとるけ。」と説明され

た。 
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   エ 本件犯行の後である平成２３年５月６日の夕方頃、Ｃに対し、犯行が終

わっており今は家にいる旨を電話で連絡した。すると、Ｃから折り返し電

話があり、「カシラにも報告しておけよ、うるさいからな。」などと言われ

たため、同日、被告人に、電話で、「ちゃんと済んでいます。」などと、犯

行が終わった旨連絡した。 

   オ 本件バイクについては、被告人から、Ｊ組の若い組員に渡すように指示

されていたところ、平成２３年７月又は８月頃、Ｋから、「カシラから聞い

ていますか。今からバイクを取りに行きたいんですけどいいですか。」との

電話連絡を受けたため、日程を調整した上、Ｋに本件バイクを引き渡した。 

当初、Ａは、本件バイクを売却して金銭に換えようと思っていたところ、

被告人の指示で本件バイクをＪ組に引き渡すことになったことから、本件

バイクをＫに引き渡した際、Ｋ及びＬに対し金に換えるつもりだったけれ

どもカシラに言われたから仕方がない旨の発言をした。 

⑵ 一般的に、共犯者は、自己の刑事責任を減少させるなどの目的で、他の者

を共犯者として引き入れ又は責任を他の者に転嫁する可能性がある。取り分

け、本件は、Ｅの二次団体の構成員による拳銃の発砲事件であり、組織性が

多分にうかがわれることからすると、実行犯であるＡの立場からすれば、Ｅ

内における上位者の関与が明らかになればなるほど、相対的に自身の責任が

減少することを主張しやすくなるといえる。そうすると、Ａ供述の信用性を

検討するに当たっては、このような共犯者供述に依拠することの一般的な危

険性を念頭に置きつつ、供述内容の合理性、裏付け証拠の有無、他の証拠と

の整合性、供述経過等を十分に検討し、慎重な判断を行うことが必要である。 

以下、①Ａ供述の信用性を高めるものとして検察官が主張する事実及び事

情の評価（後記２）、②信用性に関係するその他の事情（後記３）に分けて、

Ａ供述の信用性を検討することとする。 

 ２ 検察官が主張する事実及び事情の評価 
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  ⑴ 本件犯行とＦ組の関係性、被告人とＣのＦ組内部での序列について 

ア 検察官は、「①本件犯行はＥ執行部が二次団体のＦ組に指示し、Ｆ組の仕

事として敢行されたものであり、②本件犯行当時、Ｆ組の組長であるＧは

服役中であって、Ｇに次ぐ者は、Ｆ組を取り仕切っていた若頭の被告人で

あった。したがって、被告人の関与なしに、Ｆ組所有の本件拳銃が使用さ

れることはなく、また、Ａ及びＢが本件犯行に及ぶことはあり得ない。」旨

を主張している。 

  そこで、①まず、Ｅ執行部が組織としてのＦ組に対して本件犯行の指示

を出し、かつ本件犯行がＦ組執行部の構成員らの合意の上で敢行されたも

の（Ｆ組の仕事）であったか否か（後記イ）、②続いて、Ｃ及び被告人のＦ

組内部における序列等を検討する（後記ウ）。そして、①及び②の検討を踏

まえ、総合評価を行う（後記エ）。 

イ 前記第２の１⑴の事実及び証拠（甲１６）によれば、Ｈ株式会社Ｉ支店

は、かつて、Ｅとつながりのある下請業者を使い、Ｅ又はその関連団体（以

下「Ｅ等」という。）に支払うみかじめ料を下請工事代金に上乗せして支払

っていたこと、同支店は、その後の平成２２年頃、病院新築等工事の業者

選定に当たり、上記下請業者を使わない旨の決定をしたこと、平成２３年

２月２４日、同支店建築工事部長方に、氏名不詳者から、福岡に住む被害

者姓の人物に危険が迫っている旨の脅迫電話があったこと、同年５月６日、

同支店建築工事部工事長であった被害者方に対する本件の発砲事件が起き

たこと、本件の発砲事件は、Ｃが指示役、Ａ及びＢが実行役となり、当時

Ｆ組に所属していた同人らの関与の下で行われたことの各事実が認められ

る。 

上記各事実によれば、本件犯行については、みかじめ料の支払を停止し

た上記支店に対する報復を企図したＥ等が、組織としてのＦ組にその実行

を委ね、それを受けたＦ組執行部の構成員らの合意の下に敢行されたもの
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（Ｆ組の仕事）と捉えても不自然とはいえない。 

もっとも、本件犯行をＡに指示したＣは、本件犯行当時、Ｆ組の組長代

行であると同時に比較的小規模な暴力団組織と目されるＣ組の組長であ

ったことがうかがわれ（甲４５、被告人２１［被告人の右横の番号は、速

記録左にある番号を示す。以下の供述者も同じ。］）、それを前提にすれば、

Ｃが、Ｆ組執行部の構成員らの協力を得ず、Ｃ組の仕事として本件犯行を

養子であるＡに依頼し、実行した可能性も否定できないことになる。すな

わち、Ｅ等が、Ｆ組ではなくＣ組の組長としてのＣに本件犯行を依頼した

可能性があり、また、仮に、Ｅ等がＦ組の仕事として本件犯行を遂行させ

たいという期待を持っていたとしても、Ｃが、組長不在のＦ組の状況を考

慮して、Ｆ組ではなくＣ組の仕事として本件犯行を遂行したという事実経

過もあり得ないことではない。 

なお、Ｃの検察官調書（甲６６。以下「本件検察官調書」ということが

ある。）には、「この事件は、Ｆ組がＮ組に協力して起こした事件です。」と

いった記載がある。同調書は、後記３⑴ア のとおり全体的に信用できる

ものであるが、上記記載からすれば、本件犯行がＦ組の仕事であったとの

評価もあり得ないではない。しかしながら、同調書に係る録音録画映像（甲

７２）をみると、上記記載は、まず、検察官の「Ａもあなたも、Ｆ組に所

属していたわけだから、・・Ｆ組のね、こう、まぁ仕事というか、そういう

面もあったんですかね。」といった想像に基づく誘導質問があり、これに対

してＣが「ですね・・Ｎ組、何ていうんですかね、いや、あの・・Ｎ組、

協力していた、そんな感じですかね。」などと返答したことを受けて作成さ

れたものと認められる（上記記載部分に関係する検察官とＣとのやり取り

は、これ以外には見当たらない。）。このやり取りによると、Ｃは、本件犯

行がＦ組の仕事であったとは発言しておらず、検察官の誘導に乗っただけ

で、むしろ、Ｃの上記発言は、Ｎ組に協力したところに主眼があるといえ
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る。また、そもそも、検察官は、上記質問の中で、「Ｆ組の仕事」と断定せ

ず、その点をぼかす形で質問しており、Ｃが検察官の質問の意図（本件犯

行がＦ組の仕事であったか否か。）を理解できていたかどうかも疑わしい。

さらには、Ｃは、その後の検察官からの「この手の話というのは、Ｃさん

を通しての方が多いんですか。それとも。」という本件犯行とは離れた一般

的な質問に対して、「通さない方が多いですね。」と答えており、仮に、Ｃ

が「この手の話」という言葉の意味を「Ｆ組の仕事」と捉えているのであ

れば、Ｃを通して行われた本件犯行は、Ｆ組の仕事ではなかった疑いが生

じることになる。Ｃは、検察官から調書の読み聞かせを受け、上記記載の

ある本件検察官調書に署名指印しているが、末期癌で入院中であったＣの

当時の健康状態（甲７５）に照らせば、Ｃが本件検察官調書の記載内容の

詳細にまで注意が行き届かないまま署名指印をした可能性も何ら否定で

きるものではない。以上によると、Ｃの本件検察官調書のうち、上記記載

部分に限っては、証拠価値が乏しく、本件犯行がＣ組の仕事であった可能

性を排斥する証拠にはならない。 

検察官は、ＣがＣ組組長である旨の報告書（甲４５）の記載は、警察が

把握していた「異名等」が記載されているにすぎず、実質的にＣ組が存在

したことを示すものではない旨主張し、Ｂも公判廷でＣ組はなかった旨を

供述する（Ｂ２９２、２９３）。しかし、同報告書の記載からも分かるよう

に、同報告書は過去の事件記録に基づき、福岡県警察本部暴力団対策部組

織犯罪対策課に確認するなどして作成されたものであり、それなりの信用

性が担保されているということができる（なお、検察官は、本件犯行当時、

Ｃが組長代行、被告人が若頭であるといった同報告書のその他の記載部分

は信用できる前提に立っている。）。同報告書にはＣ組の組長を除く構成員

についての記載はないが、捜査機関がＣ組の全構成員まで正確に把握しき

れていなかったと考えれば矛盾はない。そうすると、本件犯行当時にＣ組
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が存在した可能性が排斥されることはない。 

また、本件犯行がＦ組の仕事か否かの関係で、本件拳銃がＦ組の所有し

ていた拳銃であったとする検察官の主張も、後記⑵で説示するとおり疑う

べき事情があり、前提とすることはできない。 

以上によれば、本件犯行については、Ｅ等が組織としてのＦ組に対して

指示を出し、Ｆ組執行部の構成員らの合意の下で敢行されたもの（Ｆ組の

仕事）である可能性は否定できないが、そのことを断定することまではで

きない。 

ウ 続いて、本件犯行当時に若頭であった被告人及び組長代行であったＣの

序列等をみていくこととする。以下、検察官の主張する事実の評価（後記

）とその他の事情（後記 ）に分けて検討する。 

ａ 検察官は、本件犯行に近接した時期のＥ執行部の構成員と被告人と

の通話履歴は、Ｃとのそれと比べて格段に多く、若頭である被告人の

方が組内部で上位者に当たる旨主張する。 

確かに、証拠（甲４８）によれば、平成２３年２月１日から同年７

月２４日までの間、Ｅ執行部の構成員から被告人に対して１４２回の

電話発信がされている一方、同執行部の構成員からＣに対する電話発

信は３回であることであることが認められ、これらの通話履歴が、被

告人とＥ執行部の構成員とのつながりが深かったことを示すものであ

ることは否定できない。しかし、Ｆ組を含む二次団体の最上位者の方

針によっては、自らに捜査の手が及ばないように、敢えて電話による

連絡を回避することもあり得ないことではなく、Ｅ執行部と電話連絡

を頻繁に行っている者が、二次団体の最上位者であるとは限らない。

電話連絡の回数の多さは、被告人をＦ組内部の最上位者と位置付ける

には薄弱な根拠といわざるを得ない。 

ｂ 検察官は、報告書（甲４９）に添付されたＦ組の集合写真の着座位
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置をみると、被告人がＣより序列が上であることなどから、Ｆ組内部

においても被告人の方がＣより上位である旨主張している。 

しかし、その集合写真は、平成２０年８月２３日と同月２９日に撮

影されたもので、本件犯行より２年半以上も前のものである。Ｃは、

集合写真が撮影されてから約１年半後の平成２２年２月に組長代行に

就任し（甲４９）、その約１年３か月後に本件犯行が起きているのであ

るから、上記集合写真が、本件犯行当時のＦ組内部の序列を正しく反

映したものと断定できないことは明らかである。なお、報告書（甲４

９）の中には、平成２０年８月２３日付けの写真に関し、その当時組

長代行であったＯが、若頭の被告人と比べて下座に着座していること

を根拠に、若頭は組長代行より地位が上である旨の捜査官の意見が記

載されている。しかし、ＣとＯのそれぞれの組長代行時代では、Ｇ組

長がその当時不在であったか否かで相違があり、被告人・Ｃ間の上下

関係が被告人・Ｏ間のそれと同一であったと断ずることはできない。 

また、そもそも、Ｏは、被告人の左隣に着座しており、着座位置に

大きな違いがあるとはいえない上、参集者の着座位置から直ちに組内

部の序列が決まるなどとはいえず、例えば、同日付けの集合写真では、

Ｇの方がＥ理事長のＰより中央の上座と目される場所に着座している。

着座位置が参集者のおおよその序列を表していることは否定できない

としても、それが厳格に定められたものでなかったことは上記集合写

真の着座位置からも明らかである。結局、集合写真の参集者の着座位

置がいかなる経緯で決まったのかについては不明であり、検察官の主

張する参集者の着座位置に関する事実は、被告人・Ｃ間の上下関係を

決する上での証明力はない又は乏しいものというべきである。 

ｃ 検察官は、「Ｆ組の構成員であったＱの供述は、Ａの供述と整合し、

Ｃの方が地位は上であったという被告人の公判供述は、Ｑ、Ｒ及びＳ
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（以下３名まとめて「Ｑら」と呼ぶことがある。）の各供述と矛盾する。」

などと主張している。 

なるほど、Ｑらは一様に被告人が当時のＦ組の権限を持っていた旨

を供述しており、特にＱは、「組長代行はお飾りであり、組に対する権

限はなく、名誉職のようなものである。本件犯行はジギリであり、Ｇ

組長不在時のナンバー２である被告人が当然権限を持っている。」旨述

べている（Ｑ２９ないし３１、５８ないし６４）。しかし、ＣがＡに本

件犯行を指示したことは疑いのない事実であり、一方で、ＣがＦ組内

部の上位者から指示を受け、その手足となってＡに指示を出したとい

うような事情は認められないことからすると、仮に本件犯行がＦ組の

仕事というのであれば、Ｃは、本件犯行に関するＦ組内部での権限を

有していたということになる。Ｃには組関係の仕事の権限はない旨の

Ｑの供述は信用に値しない。また、Ｃは、Ｇが平成２２年３月に実刑

判決を受ける直前の同年２月に組長代行に就任しており（甲４９、５

３）、Ｃは、Ｇ組長の不在を一つの契機として組長代行に就任したとみ

るのが自然な流れである。この観点からも、組長代行の地位が形だけ

であったとするＱらの供述は信用できない（なお、Ｑは、Ｃが組長代

行に就任した経緯について別の事情を述べるが［Ｑ５７］、Ｑがその当

時のＦ組の情勢を正確に把握する立場にあったとはいえないことは後

述のとおりであり、その点についてのＱの供述部分も信用できない。）。 

さらに、Ｑらが、ここ最近のＦ組内部の序列について述べるのであ

ればまだしも、同人らが語っているのは十数年前の組内部の序列であ

る。被告人は平成３０年にＦ組の若頭から組長に昇格した一方（乙１）、

Ｃは平成２７年に組長代行の職を離れ（甲４９）、平成３０年頃に暴力

団を引退していたことを踏まえると（Ｔ１２）、Ｑらが、Ｆ組の直近の

序列と記憶に古い十数年前の序列とを無自覚のうちにすり替え、同人
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らの記憶に新しい、被告人をトップとするＦ組の最近の序列をあたか

も本件当時の序列であるかのように供述したとみても、何ら不自然な

こととはいえない。 

加えて、Ｑらの個別事情についてみると、まず、Ｑは、平成１３年

に逮捕されて以後、Ｆ組を除籍扱いとなり、平成２４年に至るまで服

役しており（甲５０）、本件犯行当時はＦ組で活動していない。しかも、

Ｑが出所した当時、平成２３年７月に既に出所したＧが組長としてＦ

組の実権を握っていたから、そもそもＱはＧ不在時のＦ組の情勢を経

験していない。そうすると、Ｑが本件犯行当時のＦ組の実態を正しく

把握し得る立場にあったなどとはいえない。ＲやＳについては、Ｆ組

の執行部に属しておらず、十数年も前の組長代行と若頭の序列及び権

限を正確に把握する立場にあったとするには疑問が残る。さらに、Ｒ

は、被告人がＦ組の組長の時代に絶縁処分を受けた旨を述べており（Ｒ

３９、４０）、こうしたＲと被告人の過去の関係性に照らせば、Ｒの供

述は鵜呑みにはできない。Ｓの供述は、具体性がなく、推測に基づい

た自己の意見にすぎない。 

以上によれば、Ｑらの供述を軽々に信用することができないことは

明らかである。 

ｄ なお、検察官は、ＣがＦ組執行部に入っているとする被告人の供述

がＧの検察官調書（甲５３）に反する旨主張しているので、同調書に

ついてもここで念のためみておくと、同調書には「Ｆ組の運営を取り

仕切るのは、被告人を始めとする執行部一同であったため、相談事等

があれば、先輩であるＣらに相談するように言っていた。」旨の記載が

ある。しかし、この記載からは、組長代行が執行部に含まれていなか

ったとか、Ｆ組を取り仕切る権限がなかったなどとは読み取ることは

できない。かえって、ＣがＦ組の運営において被告人の相談に乗ると
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いう重要な役割を有し、Ｆ組内部でその権限を有していたことがうか

がわれる。上記調書は検察官の主張の支えにはならない。 

ｅ 以上のとおり、検察官が、被告人がＦ組の最上位者であることを根

拠付けるものとして主張する各事情は、いずれも、その前提に立てな

い、あるいは、推認力がない又は乏しいものばかりといえる。 

 前記 に加え、被告人とＣとの序列については、以下の事情も指摘で

きる。 

まず、事件当時のＥにおけるＣと被告人の地位は、いずれも上席専務

理事であり（甲４５）、両者の序列に差はない。 

また、日本語で「代行」の意味するところは、「代わってその職務を行

うこと（人）」である。そうすると、「代行」の字義からは、「組長代行」

の地位にある者が組長不在時における組長の職務を行い、組内部の最上

位者になるとみても不自然ではなく、若頭が組長代行より上位者に当た

るなどとは断定できない。 

さらに、Ａは、公判廷で、Ｃから本件犯行の指示を下されたことのみ

ならず（前記第２の１⑵、Ａ２１ないし３１）、後日、Ｃから本件犯行の

実行日の指示を受けたこと（Ａ９９ないし１０１）、本件犯行に及んだこ

との第一報はＣに行ったことなどを述べており（Ａ１５５ないし１５８）、

それら自体は疑うべきところのない事実といえ、Ｃの本件検察官調書（甲

６６）にも、ＣがＥのＮ組から本件犯行を命じられた旨の記載がある（同

調書の信用性については後記３⑴ア のとおり。）。これらを前提とし、

仮に本件犯行がＦ組の仕事というならば、Ｃは本件犯行の指示役として

重要な役割を担い、Ｆ組内部で本件犯行を具体的に取り仕切っていたと

いえるどころか、本件犯行に関するＦ組内部の中枢にいたと評価できる。 

以上によると、Ｃが当時のＦ組の最上位の立場にあり、本件犯行の最

高決定権者であったとみても何ら不思議なことではない。 
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     前記 、 によれば、被告人は本件犯行当時にＦ組の若頭の地位にあ

り、Ｆ組内部で要職に就いていたとはいえるが、本件犯行当時のＦ組の

最上位者であったことや、Ｆ組内部における本件犯行の最高決定権者で

あったことについて、合理的な疑いを差し挟まない程度に立証されたな

どとは到底いえない。 

エ 前記イ、ウの検討を踏まえ総合評価すると、本件犯行については、Ｅ等

が組織としてのＦ組に対して指示を出し、それを受けたＦ組執行部の構成

員らの合意の下に敢行されたもの（Ｆ組の仕事）である可能性は否定でき

ない。しかし、そのことを断定することはできないし、そもそも被告人が

本件犯行当時のＦ組の最上位者であったという事実や、本件犯行の最高決

定権者であったといった事実を認めることもできない。そうすると、本件

犯行が被告人の関与・承諾なしに敢行されたとしても、そのことが不合理

などとはいえない。検察官の主張は理由がない。 

この結論に対しては、本件犯行がＦ組の仕事であるという立場を前提に、

まず、被告人が公判廷でＣからの依頼を断った旨述べていることに関連し

て、組の最上位者でない者（若頭）が最上位者（組長代行）の指示に従わ

ないことは不合理であるといった反論があるかもしれない。しかし、組長

ではない双方高位にある者同士が、仮に組の仕事の関係で意見が対立した

としても、そのことが組内部ではあり得ない事態などとはいえず、反論は

当たらない。次に、本件犯行がＥ等によるＦ組への指示の下に実行された

ものであることを理由に、被告人が上位団体の意向に逆らうはずはないと

の反論もあるかもしれない。しかし、そもそも、Ｃが被告人に対して、本

件犯行が上位団体からの指示によるものであることを伝えたという証拠

はなく、また、Ｃが上位団体やその指示者をＣの下位者（被告人）に明か

すことは、捜査の手が及ぶことを嫌う上位団体の意向に沿わない可能性も

あるから、Ｃが上位団体や指示者の名前を被告人に明かさなかったとして
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も不自然とはいえない。したがって、この反論も当たらない。 

百歩譲って、本件犯行がＦ組の仕事であるという立場を前提に、本件犯

行当時、被告人がＣよりＦ組内部で上位の立場であったと仮定しても、Ｃ

は、被告人に次ぐ組長代行という高い地位にあったといえるのであるから、

例えば、上位団体から指示を受けたＣが、上位団体の後ろ盾があることを

理由に、被告人の許可を得ず、旅行中の被告人が事務所を不在にしていた

時に（弁７）、Ｆ組の組員に対しては被告人の了承があると告げて協力を依

頼し、本件犯行の指示を下したとしても、それが、およそあり得ないよう

な抽象的な可能性にとどまるなどともいえない。 

以上のとおりであるから、いずれにしても、検察官の主張する事実は、

被告人が本件犯行に関与しなかった疑いを排斥できる程の強い推認力が

あるものとはいえず、Ａ供述を強く裏付けるものとは評価できない。 

  ⑵ 本件犯行に使用された拳銃について 

検察官は、本件拳銃はＦ組の所有する拳銃であって、ＡがＭから受け取っ

たと考えるのが最も合理的であり、Ａの供述は、通話履歴やＦ組の元組員で

あるＵの供述によって裏付けられている旨を主張する。 

ア Ａは、当公判廷において、平成２３年４月３０日頃、被告人から拳銃の

受領を指示された直後にＭから電話連絡を受け、事務所に現れたＭから本

件拳銃を受領した旨（前記１⑴ウ）を供述している。確かに、関係証拠（甲

２３）によれば、その供述と整合するように、同日に、被告人からＭへ、

ＭからＡへ及びＡからＭへの各電話発信が認められる。また、Ｕは、当公

判廷において、ジギリでＦ組の拳銃を使用する際、被告人が知らない間に

Ｍが拳銃を交付することは考えられないと供述している。 

 しかしながら、まず、上記通話履歴は、通話の存在及び通話時間を明ら

かにするにとどまり、Ａの供述する通話の内容まで裏付けるものではない。

また、本件犯行当時のＭは、Ｅの専務理事、Ｆ組の総務委員長兼事務局長
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の地位にあり（甲４５）、Ｆ組内部では事務所当番も行い（甲２０）、拳銃

の管理以外の役割も担っていたのであるから、通話内容が拳銃授受に関す

る話に限られるものではないことは当然である。また、通話履歴自体は令

和４年１０月７日に捜査機関によって既に作成されており（甲２１）、Ａの

自供によって関係者間の通話の事実が明らかになったわけではない。Ａが

十数年前の通話をその日時まで含めて逐一覚えていたとは思われず、むし

ろ、Ａにおいて客観的な通話履歴に沿うように事実経過を語ったとみる余

地も十分あるのであって、通話履歴が存在することはＡ供述の信用性を強

く担保することにはならない。 

Ｕの上記供述は、推測に基づくものにすぎず、本件犯行に係る具体的な

指示連絡過程を熟知した上でのものではないから、証明力はないに等しい

し、そもそも、本件犯行がＦ組の仕事であったと断定できないことは前記

⑴イのとおりであるから、本件犯行がＦ組の仕事であったことを前提とす

るＵの供述は採用できない。 

以上によれば、通話履歴やＵの供述はＡの供述を強く裏付けるものとは

いえない。 

   イ これを前提に、本件拳銃がＦ組の所有する拳銃であったかどうか、Ａの

上記供述部分（前記１⑴ウ）が信用できるかどうか、についてさらに検討

を進めると、確かに、本件拳銃はＦ組構成員であったＡが使用したもので

あるから、Ｆ組の所有物であったとしても不自然ではない。 

しかし、まず、本件拳銃は本件犯行後にＡによって処分され、現在も発

見・特定されておらず、具体的な製品名すら明らかになっていない（関係

証拠［甲１８］によっても、Ｘ社製、Ｙ社製又はＺ社製、左回転６条の腔

旋を有する３８口径の回転弾倉式拳銃と推定されているにとどまり、上記

推定内容に合致する拳銃は、少なくとも２４種類存在する。）。そして、Ａ

は、本件拳銃は黒々とした立派なものではなく、いぶし銀のようなくすん
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だ色をしていたというのであるが（Ａ１３４）、一方で、Ｕは、Ｍの管理し

ていた拳銃を全て把握していたわけではないという前提ではあるものの

（Ｕ３３ないし３５）、Ｆ組が所有する３８口径の回転式拳銃として、銃身

が黒色のものを管理していたと述べており（Ｕ６４、６５）、両者の述べる

拳銃の色調は異なっている。結局、本件拳銃の所有関係についてのＡの供

述を裏付けるものはない。 

さらに、Ｍが生前にＦ組の拳銃を保管していた場所は、同人が経営する

スナック店舗内であったことがうかがわれる（甲１９）。これは、組事務所

が捜査機関から捜索を受けたときの危険を回避する措置として、暴力団組

織としては自然な保管場所といえるが、それをわざわざ上記店舗内ではな

く、拳銃の移動を伴い、かつ、捜索を受けたときに組全体への危険性が高

まる組事務所内で拳銃の授受を行ったというのも疑問なしとしない。 

加えて、Ａは、令和４年６月頃の事情聴取から同年９月２９日の検察官

取調べに至るまでの間、ある人から本件犯行について頼まれ、メモと拳銃

を同時に渡されたなどと供述していたことがうかがわれ（Ａ２９９ないし

３０２）、Ａの供述には、拳銃を受領した経緯や時期について変遷が見られ

る。Ａは、その理由について、当初は簡単に調書を作成して済ませようと

思ったものの、作り話をしてもつじつまが合わなくなったので正直に話す

ことにしたなどと述べているが（Ａ３０３）、変遷の理由として合理的とま

ではいい難く、また、当初、なぜ平成２９年２月に既に死亡していたＭ（甲

１９）の関与すら述べなかったのかについても疑問が残る。そうすると、

捜査の初期段階での供述と公判後の供述のいずれか、又はいずれもが虚偽

供述である疑いを払拭できない。 

ウ 以上のとおり、本件拳銃がＦ組所有のものであった可能性を否定するこ

とはできないが、疑義も生じており、例えば、Ｃが上位団体から託される

などして本件拳銃を準備した可能性も払拭できず、本件拳銃がＦ組の所有
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物であったとは認定できない。また、拳銃の受領経緯についてのＡの供述

についても、信用性を低下させる事情が認められ、容易には信用できない。 

  ⑶ Ａによる本件犯行の事後報告について 

    Ａは、本件犯行日である平成２３年５月６日の夕方、Ｃ及び被告人に電話

で犯行を報告した旨供述している（前記１⑴エ）ところ、検察官は、Ａによ

る被告人への本件犯行の事後報告が通話履歴に合致する旨主張する。 

確かに、同時間帯に、ＡからＣへ及びＡから被告人への各電話発信が認め

られる（甲２２）。しかし、通話記録は、Ａの供述するＡ及び被告人間の通話

の内容を裏付けるものではなく、争点との関係での推認力は高いものではな

い。そして、Ａと被告人との間では、上記電話発信のみならず、前記１⑶の

とおり、相互に多数回の電話が交わされているのであるから、虚偽供述に沿

う通話記録が偶然存在することは非現実的であるといった検察官の主張も当

たらない。また、仮に、かかる通話において、本件犯行に関する報告が被告

人に行われていたとしても、あくまで本件犯行後の事情であり、例えば、Ａ

がＣの求めに応じて被告人から事後承諾を得ようとしていたという見方も可

能であって、その事実が、本件犯行前に行われた共謀の事実を推認させる根

拠として十分なものなどとはいえない（無論、被告人が本件犯行の実行を事

後承諾したとしても、そのことのみで、被告人が本件犯行につき事前共謀を

遂げていたことにはならない。）。 

⑷ Ａによる本件犯行後のバイクの処分について 

  検察官は、本件犯行後のバイクの処分に関するＡの供述が、Ｋ及びＬの供

述と整合する旨主張する。すなわち、Ｋは、Ｊ組の当時の組長であるＪから、

被告人に話を通しているからＡに連絡して本件バイクを受け取るように指示

された、Ａに連絡したところ、被告人から聞いているから取りに来てよいと

言われた旨供述する。さらに、Ｋ及びＬは、いずれも、Ａが、本件バイクを

受け取りに来たＫに対し、カシラ（被告人）から本件バイクを渡すよう言わ
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れたと話した旨供述する。そうすると、確かに、Ｋ及びＬの各供述は、本件

バイクの処理に係るＡの供述（前記⑴オ）と符合するといえる。 

しかしながら、Ｋは、令和５年３月１４日付けの検察官調書（甲３９）で

は当公判廷と同内容の供述をし、一方で、令和４年９月１２日付けの検察官

調書（甲３８）においては、Ｊから、（被告人ではなく）Ｇに話を通している

と言われた旨供述していることがうかがわれ（Ｋ３９ないし４３）、バイクの

処分の話を通していた人物が被告人だったのか、あるいは、Ｇだったのか、

という重要な部分について供述を変遷させている（以下、甲３８における供

述を「旧供述」、甲３９及び当公判廷における供述を「新供述」という。）。Ｋ

は、その理由について、旧供述をしたその日のうちに、バイクの引渡し程度

のことでＧに話をすることはなく、Ｊにとっても被告人の方が相談しやすか

ったはずであると思い直した旨を述べている（Ｋ４５、８２、８３）。しかし、

あまりに唐突な記憶回帰の経過であり、俄かには信じ難い上、そもそも、新

供述は、自身が体験した事実として記憶が呼び起こされたものではなく、Ｊ

にとって相談しやすかった相手が誰であるかという単なる想像・推測に基づ

いた供述にすぎないのであって（現に、Ｊは、Ｋにバイクの受領を指示する

際に被告人の名前を出したことはない旨、Ｋと矛盾する公判供述をしてい

る。）、証拠価値はないに等しい。さらに、Ｋは、自分の供述によってＡの供

述が裏付けられ、Ａの刑が軽くなればいいと思ったとまで供述しており（Ｋ

５８）、Ｋが誠実に真実を述べているかどうかも非常に疑わしい。Ｋの供述は

信用できない。 

Ｌの供述についてみると、Ｌは、捜査の初期段階において、本件バイクを

受け取る際、Ａとは挨拶程度の会話しかしていないと供述していたことがう

かがわれ（Ｌ４７）、Ａが会話の中で被告人の名前を出したか否かという重要

な部分について供述を変遷させている。Ｌは、その理由について、取調官か

らＡの発言内容を具体的に聞かされたからである旨述べている（Ｌ３３ない
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し３８）。仮にそのとおりであるとすると、Ａの供述内容を知ったＬが、それ

に迎合して供述を変遷させた可能性があり、その可能性が抽象的なものなど

とはいえない上、変遷前の供述よりも変遷後の公判供述の方が特に信用でき

るといった事情も見当たらない。Ｌの供述も容易には信用できない。 

以上のとおり、Ｋ及びＬの各供述を信用することはできないから、同人ら

の各供述は、Ａの供述を裏付けるものではないし、Ａの供述の信用性を高め

るものでもない。検察官の主張は採用できない。 

また、仮に、本件バイクの処分に被告人が関わっていたとしても、本件犯

行から数か月も後の出来事であり、しかも、本件拳銃の処分についての関わ

りであるならまだしも、バイクの引渡しといった日常でも行われ得ることに

ついての関わりにすぎないから、その事実が本件犯行の事前共謀を推認させ

る有力な間接事実になるなどとは到底いえない。 

  ⑸ 供述内容の具体性、迫真性について 

検察官は、Ａは、実行行為のみならず被告人の関与も含めて本件犯行の一

連の経緯を非常に具体的に供述している旨主張する。 

確かに、Ａの供述に具体性があることは否定できない。しかしながら、Ａ

の供述内容は、体験した者でなければ語り得ないという類のものではなく、

本件犯行の指示に関するＣの言動を一部被告人の言動に入れ替えたり、Ｃの

言動とは別に被告人の言動を介在させたりすれば足りる程度のもので、その

ことが供述者にとって著しく困難なこととはいえない。 

検察官の主張は、供述の信用性を肯定する事情としては薄弱なものといえ

る。 

  ⑹ 虚偽供述の動機について 

検察官は、①Ｅが関与している組織的な発砲事件において、Ａが上位者で

ある被告人に不利な内容の供述をすれば、自身や家族に対する報復等の危険

があるのであるから、Ａが敢えて被告人に不利な虚偽の供述をすることは考
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えられない、②Ａの刑は確定しており、今更減刑されるといった恩恵がない

ことから、当公判廷で虚偽供述をする理由がないなどと主張する。 

①についてみると、まず、Ａは、捜査機関から家族の安全確保のため万全

の態勢を講じることを約束されていたというのであるから（Ａ２３８）、報復

等に対するＡの不安はいくらか低減していたということが指摘できる。そし

て、Ａは、組織内において被告人の嫌な面を多々見せられたこと（Ａ４２２）、

被告人から金銭を盗んだとの疑いをかけられたこと（甲６０）、Ｆ組がＡに代

わって本件犯行の被害弁償をせず、被告人から軽く見られていると感じて腹

が立ったこと（Ａ２１４、４１９）などを供述しているところ、被告人も、

当公判廷において、Ｃから被告人の後任としてＡをＦ組の若頭に就任したい

との希望を受けていたが、別の組員を自身の後任の若頭に就任させたこと（被

告人４１４ないし４２９）、Ａが被告人の金銭を二度盗んだことがあること

（被告人４０１ないし４０３）を供述している。これらの供述によれば、被

告人とＡの間には軋轢があったことがうかがわれ、Ａが被告人に対して嫌悪

又は怨恨の感情を抱き、これらの感情が報復等の不安を上回ったため、Ａが

意図的に虚偽供述をした可能性も否定できない。 

②についても、前同様、Ａが被告人に対する嫌悪等の感情を抱いた結果、

自己の刑確定後も被告人を陥れる供述を維持させたと考えれば不自然なこと

ではない。また、Ａは繰り返し被告人の関与を供述してきたところ、Ａの供

述を主たる端緒として被告人に嫌疑が生じ、本件の起訴に至ったことがうか

がわれることに照らせば、Ａにおいて、従前の供述内容を維持するほかなく

なり、当公判廷においても引き続き意図的に虚偽供述をしたとみることも可

能である。さらにいうと、Ａは、被告人が本件犯行当時に若頭という要職に

就いていたことから、具体的な根拠のないまま、「若頭の被告人が本件犯行に

関与していないはずはない。」と思い込んでいた可能性があり、また、Ａは、

前示のとおり、Ｆ組が自分に代わって本件犯行の被害弁償をしてくれず、被
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告人に腹が立った旨を供述しており、これは、被告人が責任逃れをしている

と感じたＡの被告人に対する不満の現れとみ得るところである。そうすると、

Ａが、被告人が本件犯行に関与していないはずはないという偏見を持ち、さ

らには、実行犯である自分達だけが本件犯行の責任を負って上位者である被

告人がその責任を負わないことへの不満を抱いた結果、「被告人から本件犯

行の指示を下されたわけではないが、若頭の被告人が本件犯行に関与してい

ないはずはなく、被告人は刑事責任を負うべきであるから、捜査段階で述べ

た被告人の関与を基礎付ける虚偽の事実を、公判廷で今更変えて供述する必

要はない。」などと考えた可能性も全く否定できない。 

以上によれば、検察官の主張は理由がなく、Ａに虚偽供述をする理由がな

かったなどとはいえない。 

 ３ 信用性に関係するその他の事情 

  ⑴ Ｃの本件検察官調書（甲６６）との整合性 

ア  Ａは、当公判廷において、本件犯行を直接指示したＣから、詳しい段

取りはカシラ（被告人）と話して決めるように言われた旨供述している

（前記⑴ア）。しかしながら、令和４年１１月１日付けのＣの本件検察官

調書（甲６６）には、ＣがＥのＮ組から命令され、養子であるＡに本件

犯行を指示したなどの記載がある一方、Ａへの命令を他者に知らせたか

否かについてはその旨の記載がない。そして、同調書に係る録音録画映

像（甲７２）において、Ｃは、検察官から、その点について質問され、

覚えていないといったことを主に述べている。すなわち、Ａ供述は、被

告人が本件犯行に関わったか否かという本件の争点について、本件検察

官調書と齟齬する内容となっている。 

この点について、検察官は、「令和４年１０月３１日に作成されたＣの

警察官調書（甲６５。以下「本件警察官調書」ということがある。）には、

本件犯行に被告人が関与している旨の記載があるところ、Ｃは、翌日に
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行われた検察官の取調べの際に、同調書の内容を否定しなかった。Ｃは、

被告人の関与について言葉にこそ出さなかっただけで、検察官の面前で

の供述内容を変更していない。」旨主張している。 

そこで、上記録音録画映像（甲７２）をみると、Ｃは、検察官からの、

自分が話したことが調書に書かれていたかという質問については「そう

思いますけどね。」と、本件警察官調書に自分が言ってもいないことや記

憶にないことが書かれていないかという質問については「それはないと

思うんですけどね。」などといずれも感想表現で答え、断定形では答えて

いない。そして、Ｃは、検察官から、Ａへの命令を他者に知らせたか否

かを繰り返し質問されているが、「あの頃のことは・・、嘘ではないけど・・

覚えてない。当時のことはね。ちょうどそのとき、あの、おそらく、・・、

正直言って覚えてないですね。」、「ちょっと、分からない、・・そういう

のははっきり分かりません。・・確かね、その当時私あの、ずっと病院に

行って・・、私頭がちょっとおかしくなっていたからね。覚えていない

ですね、正直。」、「したんじゃないですかね。そこのところは、ちょうど

そのときは、私が、頭おかしなって、分からないんですよ。」、「本当たま

たまおかしくなって分からないんですよ。」、「・・そこのところは、覚え

ていない。嘘でも何でもないよ。」、「あるんでしょうね、そういうのは。」、

「自分のとこの組じゃなくて、ほかの組が・・あると思います。」、「（「Ａ

以外の人にお願いするということは考えなかったか。」という検察官の質

問に対して）こちらの人にお願いするということはまずないですね。」、

「言ってないね。おそらく言っていないと思います。」、「（「Ａに命令した

ことを」という検察官の発言に続けて）ほかの奴に命令していない。」、

「言ったかもわからんけど、今となっては、ほんとに先生、覚えていな

い。申し訳ないけど。」旨発言し、被告人の関与があったという事実を全

く述べておらず、むしろ、Ａ以外の人物に本件犯行の話をしたり命じた
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りはしていないといった趣旨の発言もある。令和６年１１月１日付けの

本件検察官調書の内容、それに係る録音録画映像（甲７２）で明らかな

上記の検察官の質問やそれに対するＣの応答等を踏まえ、取調べ状況を

全体として評価すれば、Ｃの供述について検察官の述べるような捉え方

をすることができないことは明白である。そもそも、取調検察官が、被

告人が本件犯行に関与した旨のＣの本件警察官調書が前日に作成された

中、Ｃから同様の供述を得ることを目標としていたことは、その経過か

らも、Ｃへの質問内容からも自明であって、かかる取調検察官がＣの取

調べを通じて供述調書に録取すらできなかった供述内容が、あたかもＣ

が取調べ時に真に述べていた供述であったかのような検察官の主張は理

解し難いものがある。検察官の主張は独自の解釈というほかなく、採用

し得ない。 

そうすると、やはり、Ａ供述はＣの本件検察官調書と齟齬していると

いえる。 

 そこで続いて、本件検察官調書の信用性を検討すると、上記取調べ時

のＣの体調は、入院中のために全般として相当に悪かったことはうかが

われるものの、録音録画映像（甲７２）によれば、検察官は、Ｃの取調

べの際に、本件犯行がＦ組の仕事か否かといった点を除けば（前記２⑴

イ参照）、示唆・誘導その他の不当な方法による取調べは行っておらず、

Ｃも、自身が命令した相手がＡであったことや、本件犯行をＣに指示し

た組織がＮ組であったことなど、本件犯行の核心部分については自らの

言葉で話しており、検察官の面前で任意に供述したものと認められる。

本件検察官調書は、本件犯行がＦ組の仕事である旨の部分を除けば、そ

の信用性に疑うべき点は特段見当たらない。 

もっとも、Ｃが検察官の取調べで被告人の関与を供述しなかった理由

次第では、本件検察官調書とＡ供述との間に齟齬が生じても不自然では
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なく、Ａ供述の信用性に影響を及ぼさない可能性がある。そこで、その

理由についても考察しておくと、①Ｃは被告人に指示を出したが、その

こと自体を忘れてしまった、②Ｃは被告人に指示を出したが、取調べが

録音録画されていることなどから、被告人の名前を検察官に明かすこと

を躊躇した、③Ｃは被告人に指示を出していない、という可能性が想定

される。 

まず、①の可能性についてみると、Ｃは、検察官に対し、自己の記憶

には自信がない旨を発言しつつも、自身がＡに指示を出したことやＮ組

から自身への命令があったことなどについては述べている。Ｃは、Ａの

上位者として本件犯行の全体像を把握する立場にあり、被告人の関与は

Ａの実行と並んで本件犯行の中核をなすものであるところ、ＣがＡへの

実行命令を正しく認識してその旨を供述しながら、同様に中核をなす被

告人の関与の部分に限って完全に忘却するというのは容易には首肯し難

い。②の可能性については、Ｃは、検察官に対し、自己に指示を出した

Ｅの上位団体と目される組名（Ｎ組）を供述していることは前示のとお

りであって、被告人の名前に限って供述することを躊躇するというのも

疑問である。そして、少なくとも、①又は②である蓋然性が他の可能性

を排斥するほどに高いなどとは到底いえないし、ましてや、Ｃの供述が

変わった理由が①又は②であるということが合理的な疑いを差し挟まな

い程度に立証されているともいえない。他方で、Ｃが被告人に指示を出

していないことから被告人の関与を供述しなかった可能性（③）につい

ては、抽象的なものとして排斥するだけの確たる証拠はなく、Ｃが真に

被告人に指示を出していない可能性も否定できない（なお、本件警察官

調書との関係については後記イで詳述する。）。 

 以上によると、Ｃの本件検察官調書によれば、被告人がＣから本件犯

行の指示を受けておらず、本件犯行に関与していない可能性は相応にあ
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るということができ、本件検察官調書と齟齬するＡ供述は、その信用性

に重大な疑義が生じていることになる。 

   イ 検察官は、被告人が本件犯行に関与したことなどが記載されたＣの本件

警察官調書（甲６５）がＡの供述と整合する旨を主張している。しかし、

当裁判所は、第７回公判において、本件警察官調書の取調べ請求を却下す

る決定（以下「本決定」という。）をした。その理由は、本決定において説

示したとおりであるが、検察官は、論告において、本決定は不当であり、

本件警察官調書は刑訴法３２１条１項３号により証拠能力が認められる

旨縷々主張しているので、かかる検察官の主張について補足して説明を加

えることとする。 

 検察官は、臨終状態にある供述は良心性が類型的に認められ、供述の信

用性が状況的に保障される場面であるところ、良心性を検討するに当たっ

ては、供述者が現に死に直面していると認識していることが重要であり、

Ｃもそのような状態であったのであるから、本件警察官調書には絶対的特

信情況が認められる旨主張する。しかしながら、供述者が死に直面してい

ることを認識しているといっても、死への具体的な切迫具合や死に直面し

ていることが供述の動機付けになるかは、各人によって様々であることに

加え、供述者の良心性の有無・程度は、事件の性質・内容、供述者の特性、

供述者と事件との関係性等によって相違することは明らかであるから、死

に直面している者が等しく絶対的特信情況を肯認できる程の良心性を保

持しているということにはならない。そして、取調べ当時のＣがそのよう

な良心性が類型的に保障されている状態にあったとはいえないことは本

決定で説示したとおりである。検察官の主張は理由がない。 

検察官は、診療録（甲７５）によれば、令和４年１０月３１日１２時２

６分以下の記載に、「レベル：クリア」、「発熱・感冒症状なし」、「３６．５

度」、「現在、発熱・疼痛なく経過」との記載や、同日１８時１６分以下の
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記載に「１３：００～１４：００別館２Ｆオペ室にて警察官２名より聴取

を行う」との記載があることからすると、同日の本件の取調べに当たって

Ｃの体調面に支障はなかった旨主張する。しかし、同日１２時２６分以下

の記載部分は他の記載と違って検温時刻が記載されていない。すなわち、

検察官の主張する「１２時２６分」の記載は検温時刻ではなく、診療録へ

の記載時刻である。そして、この部分の記載に関しては、診療録の最終更

新として「１６時２３分」の履歴もある。そうすると、３６．５度の検温

時刻は、「１２時２６分より前又は１６時２３分より前」としか認定できず、

検察官の主張事実を前提とすることはできない。さらに、上記診療録を基

にＣの健康状態について詳細に見ると、Ｃは、令和３年９月、医師から進

行胃癌と診断され（なお、Ｃの腫瘍は各部位に浸潤・散在し、それを切除

しても根治性に乏しいことから切除は見送られ、Ｃの妻に対しては、医師

から、抗癌剤治療で余命半年から２年程度との告知がされた［甲７５の２

３頁、２４頁］。）、同月から長期入院治療を開始し、令和４年８月に一旦自

宅療養に戻ったが、同年１０月２２日自宅で吐血したことから病院に緊急

搬送されて再び入院したこと、Ｃは、その後は発熱、高熱、解熱剤投与に

よる解熱といった症状を繰り返し、Ｃの体温は、本件取調べの前日である

同月３０日１３時半（甲７５の２５３頁）の検温時に３９．２度を示し、

同日１４時（同頁）にアセリオがＣに投与され、同日１８時（同頁）の検

温時に３７．３度、同月３１日３時（同２５４頁）の検温時に３７．９度、

同日１５時（同２５６頁）又は１５時１０分（同２５５頁）の検温時に３

９．７度をそれぞれ示したこと、同日１５時１６分にＣが嘔吐している姿

が発見されたこと（同頁）、同日１２時２６分より前又は１６時２３分より

前の検温時に３６．５度を示した時間があったこと（前記認定）、同日は病

期の進行に起因した疼痛がＣに見られたこと（同頁）の各事実が認められ

る。以上のような末期癌で入院中のＣの健康状態の推移や体温の変化等に
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照らせば、同日１３時から１４時の間に行われた本件の取調べにおいて、

Ｃの体調面に問題がなかったなどとは認定できず、むしろ健常時と比べて

健康面が相当悪化した状態であったことは明らかである。検察官の主張は

理由がない。 

 検察官は、仮に令和４年１０月３１日の取調べ時に警察官による示唆・

誘導等があったのであれば、Ｃは、その取調べの翌日（同年１１月１日）

に行われた検察官による取調べの際に、検察官に前日の供述の撤回等を申

し入れるはずであるが、Ｃはそのような申入れをしていないのであるから、

警察官の取調べに不当な点はなかった旨も主張する。しかし、取調べの際

に捜査官から供述者に示唆・誘導等がされることと、供述者がその取調べ

に不満を持ったり、その不満を別の捜査官に述べたりすることとは別問題

であり、論理的必然の関係にあるわけではない。例えば、供述者の判断能

力の低さや体調不良による供述意欲の減退・欠如に乗じ、捜査官が巧みに

示唆・誘導等を行ったり、供述調書の読み聞かせを適切に行わなかったり

した場合など、供述者が捜査官による取調べの不当性に問題意識を持てな

いケースはいくらでもあり得よう。本件のＣは、取調べ当時７５歳と高齢

で、平成２９年９月に脳出血を患っていたことに加え（Ｔ１０、１１）、末

期癌で入院中のＣの体調面に問題がなかったなどとはいえないことは前

示のとおりであり、Ｃが取調べの不当性に問題意識を持てなかったとして

も何ら不自然なことではない（なお、前記のとおり、Ｃは、令和４年１１

月１日の取調べで、検察官から、警察官の取調べに不満等はないかといっ

た質問をされ、「それはないと思うんですけどね。」などの感想表現で返答

しており、断定形では答えていない。）。検察官の主張は論理に飛躍があり、

採用できない。 

 検察官は、本件警察官調書の作成経緯に関し、取調警察官のＶは、公判

廷で、取調べ時のやり取りや仕草を具体的かつ迫真的に供述し、Ｖが偽証
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罪で処罰される危険を負ってまで、公判廷で虚偽の供述をする事情もうか

がわれないから、Ｖの供述の信用性は高く、Ｖの供述によれば、刑訴法３

２１条１項３号の絶対的特信情況が認められる旨主張する。 

しかしながら、Ｖの供述は、体験した者でなければ語り得ないという程

のものではなく、適宜現実に体験したエピソードを交えながら、基本的に

は作成した本件警察官調書の記載内容に沿うように供述すれば足りる程

度のものである。また、偽証罪の危険を負ってまで虚偽の供述をする事情

はない旨の検察官の主張も、本件で問題となっているのは録音録画されて

いない密室で行われた取調べであり、そこであった事実についての偽証を

客観的に証明するものはなく、また、Ｃが死亡している状況においてはか

かる偽証を供述証拠によって明らかにすることもできず、結局偽証を証明

する直接の証拠がないということは捜査官であれば当然理解できること

であるから、本件において偽証罪の制裁が虚偽供述の抑止力として機能し

ていたとは断定できない。 

そして、本件では、わずか１日で、Ｃの本件警察官調書と本件検察官調

書の各記載内容に重大な齟齬が生じており、Ｃの体調が１日で更に悪化し

たといった事情も認められないところ、録音録画が行われ、Ｃが主要な点

を任意に供述したことが客観的に確認できる本件検察官調書と、録音録画

されておらず、警察官が公判廷でＣの供述を適切に聴取した旨供述するだ

けで、取調べの経過が客観的に明らかとなっていない本件警察官調書とを

比較した場合、本件検察官調書の方が相対的に信用できることは明らかで

ある。本件検察官調書との間に重大な齟齬が生じている本件警察官調書や、

それを作成したＶの公判供述を信用することなどできない。 

以上のとおりであるから、本件警察官調書の証拠能力に関する検察官の

主張は理由がない。その余は本決定で説示したとおりであり、本件警察官

調書は、捜査官による示唆・誘導等によって作成された疑いが払拭できな
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いことなどの理由から、刑訴法３２１条 1項３号の絶対的特信情況がある

とはいえず、証拠能力を有しない。 

  ⑵ Ｂの公判供述との整合性 

Ａは、当公判廷において、Ａが、被告人に対し、犯行場所に行くためにＢ

に本件バイクを運転させたい旨述べたところ、被告人から、本件バイクを運

転させることについては被告人からＢに言っておくと言われた旨を供述し

（前記⑴イ）、さらに、Ａは、Ｂに依頼をしたときの同人の様子から、被告人

からも既に本件犯行の話がＢにされていると認識した旨を供述している（Ａ

４８０ないし４８３）。他方で、Ｂは、被告人から本件犯行を依頼されたこと

はないと述べている（Ｂ１６５、３１８）。以上のとおり、Ａの供述は、被告

人が本件犯行に関与しているかどうかといった核心部分について、Ｂの供述

と整合していない。 

なお、検察官は、Ｂが、自分であればＡとは違って関係者の名前は出さな

いといった趣旨の供述をしているところを捉え（Ｂ１６０ないし１６８）、Ｂ

は指示者を庇っていると推認できる旨主張している。確かに、Ｂのこのよう

な供述態度からすれば、Ｂ供述の信用性判断は慎重に行うべきであるが、一

方で、被告人が関与していないとするＢ供述の核心部分については、前記⑴

で説示したＣの本件検察官調書（甲６６）の供述内容とも整合性が取れ、Ｂ

供述の信用性が担保されていると評価し得るところである。Ｂ供述に信用性

がないと結論付けることはできない。 

  ⑶ 供述経過について 

 Ａの供述経過についてみると、Ａは、令和４年１１月３日、Ｗ警察官の取

調べの中で、本件犯行に関する被告人の具体的な関与を初めて供述し、その

旨の警察官調書が作成された（なお、同日以前の取調べの中でも、被告人の

ことが話題に出たことがうかがわれ［Ｗ５１ないし５５、５９、６９、１３

８、１３９］、Ａから、若頭であった被告人が本件犯行に関与していないはず
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はないといった感想程度の話が出た可能性はある。しかし、それ以上に、同

日以前にＡが被告人の具体的な関与まで話をしていたかについては、Ｗもそ

こまで供述しておらず、そもそもそのような供述調書も作成されていないの

であるから、証拠上認めることはできない。）。そして、Ａが同日に被告人の

関与を認める供述をしたきっかけは、Ｗから、Ｃが被告人の関与を自供した

事実を聞かされ、Ｃの本件警察官調書（甲６５）の写しの署名指印部分を見

せられるなどしたことによるものと認められる（Ｗ９５、９９、１００、１

５９、Ａ２２４、弁１７）。Ａは、その後、自身の刑事裁判での検察官の求刑

又は判決の量刑が重かったことに不満を抱き、検察官の取調べに応じないこ

ととし（Ｗ１１６ないし１１８、Ａ２３５、３７３、弁１６）、また、第一審

判決後は、控訴審で被告人の関与を話すことが保釈の判断に有利になるなど

の考えから、検察官の取調べに応じることにしたものと認められる（Ｗ１２

３、Ａ２３６、３７５、３８９、弁１７）。 

以上を踏まえ検討すると、まず、Ａが令和４年１１月３日に捜査機関に対

して初めて被告人の具体的な関与を供述した理由は、Ｃが被告人の関与を自

供し、その旨の調書が作成された事実を知らされたことを端緒としたもので

あるから、Ａが同調書に供述を合わせたにすぎない可能性がある。また、そ

の後、Ａは、検察官の求刑又は判決の量刑が重いといった自らの利害に関わ

る理由から、検察官の取調べに応じない意思を示し、さらに、Ａは、第一審

判決後に検察官の取調べに応じてはいるものの、それも結局は、身体拘束の

判断に有利となるようにといった自らの利害に関わる事情が一因となってい

る。 

このように、Ａが被告人の関与を認めたり、供述を拒否したり、再度認め

たりといったように、供述態度を複数回にわたって変更させ、被告人の関与

を認めた理由についても、Ｃの調書に迎合した可能性があるのみならず、Ａ

自身の利害が関係していることなどに照らすと、Ａが誠実に真実を述べてい
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るかは相当疑わしいといえる。Ａが自身に有利な事情を作り出すために虚偽

を述べ、その供述を、前記２⑹で説示した事情によって、当公判廷でも維持

させたとみても何ら不自然なことではない。 

したがって、上記のＡの供述経過からすれば、Ａ供述をたやすく信用でき

る状況にないことは明らかである。 

 ４ Ａ供述の信用性の結論 

Ａ供述は、検察官立証の柱であるが、前記２、３で検討したとおり、その支

えとして検察官が主張する事実及び事情は、その前提に立てない、あるいは、

推認力がない又は乏しいといえるものばかりであり、それらの事実を総合考慮

しても、Ａ供述の信用性を肯認するものとしては十分ではない。しかも、Ａに

おいて虚偽供述をする動機がないとはいえないばかりか、Ａ供述は、信用性が

肯定できるＣの本件検察官調書（甲６６）と核心部分で矛盾し、Ｂの供述とも

整合せず、さらには、Ａは自身の利害に関わる事情で供述態度を複数回変更さ

せ、供述態度の真摯性にまで重大な疑義が生じているのであるから、Ａの供述

を信用することなどできない。 

よって、本件の争点である被告人と共犯者らとの共謀につき、合理的な疑い

を超える証明がされたということはできない。 

第４ 結語 

以上の次第で、本件公訴事実については犯罪の証明がないから、刑訴法３３

６条により、被告人に対して無罪の言渡しをする。 

（求刑 懲役１２年） 

令和６年１２月１３日 

福岡地方裁判所小倉支部第１刑事部 

 

 裁判長裁判官    渡   部   五   郎 
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